
 墨田区地域集会所の管理運営に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 

  平成２４年１２月１１日 

 

                    墨田区長  山  﨑    昇 

                                  

墨田区条例第５２号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   墨田区地域集会所の管理運営に関する条例の一部を改正する条例 

墨田区地域集会所の管理運営に関する条例（昭和５７年墨田区条例第９号）の一部

を次のように改正する。 

 別表第１ １貸切りの場合の部八広はなみずき集会所の項及び八広あおぎり集会所

の項を削る。 

   付 則 

 この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

 


